
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

サーキットプロテクタ 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、電気機器に組み込まれ、機器内の回路を保護するための過電流保護機

能を有するプロテクタであって、機器スイッチとしても使用できるようＯＮ／ＯＦ

Ｆ機能を有している。 

 

 

○構造、仕様、意匠 

 背面の端子構造は、ネジ端子とファストン端子のものがある。 

 定 格：２５０Ｖ、１０～２０Ａ各種 

 

 

○主な使用者、販売先 

電気機器製造事業者等 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、配線器具の「分電盤ユニットスイッチ」として

取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、手動によるＯＮ／ＯＦＦ機能及び過電流引きはずし機能を有するもの

（サーキットプロテクタ）であることから、「分電盤ユニットスイッチ」として取

り扱うことが妥当と判断する。ただし、越流性能特性を有するときは、「配線用遮

断器」として取り扱う。 

 また、器体表面に「機器組み込み専用」である旨の表示がされるものは、電気用

品安全法施行令別表第一、第三号､（２）及び別表第二、第四号､（２）の「機械器

具に組み込まれる特殊な構造のもの」に該当し、非対象となる。 

 

 


